
  

 

提案基準９ 建築物の建替え等 

 
 市街化調整区域において、市街化調整区域に関する都市計画の決定の日（以下「線引き日」と

いう。）前から存する建築物又は線引き日以後に都市計画法に適合して建築され、かつ、現在も適

法に使用されている建築物を建替える場合は、申請の内容が次の要件を満たすものについて認め

るものとする。 
 
（立地基準） 
１ 申請地は、次に掲げる要件に適合するものであること。  
（１）従前と同一の敷地で、既に存在する又は災害によって滅失した建築物と用途の異ならない

建築物を建築するものであること。 
（２）建替え等に際し従前の敷地に新たな敷地増を伴う場合は、次に掲げる要件に適合するもの

であること。 
  ア 従前から存する建築物の用途は、自己の居住の用に供する専用住宅若しくは兼用住宅又

は平成１９年１１月３０日前に建築された特定の公共公益施設（都市計画法施行令第２

１条第２６号イからホに掲げる施設。以下「特定の公共公益施設」という。）であること。 
  イ 増加後の敷地面積は、自己の居住の用に供する専用住宅又は兼用住宅については３００

平方メートル以下であること。ただし、農家等の分家住宅（提案基準３「農家等の分家

住宅」に基づき許可を得た建築物）の場合は、４００平方メートル以下とし、提案基準

３の基準２第２号を満たす土地であること。 
  ウ 特定の公共公益施設については、おおむね従前の建築物の延べ面積を超えない範囲内で

建築できる規模であること。 
 
（施設基準） 
２ 建築物等は、次に掲げる要件のいずれにも適合するものであること。 
（１）建築する建築物の最高高さは１０メートル以下とする。ただし、特定の公共公益施設であ

って、従前から存する建築物の最高高さ以下、かつ、建築基準法第５６条の２の制限に適

合する建築物を建築する場合はこの限りでない。 
（２）当該建築物の敷地内の緑地については、他法令等の規定により確保すること。 
 
（その他） 
３ 敷地増に係る土地が農地であるときは、農地転用等の許可が受けられるものであること。 
 
留意点  
（１）建替え等には、増築及び改築も含むものとする。 
（２）従前の敷地が、建築基準法に規定する敷地と道路の関係を満たしていないため必要最小限

の専用通路を設ける場合は、基準１第１号に規定する「従前と同一の敷地」に当該専用通

路を含めて取扱うことができるものとする。 
（３）基準１第２号（ア）に規定する「兼用住宅」については、従前から存する建築物が提案基

準３「農家等の分家住宅」に基づき許可を受けた兼用住宅は含まないものとする。  
（４）基準１第２号（ア）に規定する「特定の公共公益施設」については、各施設の許認可等担

当部局において、事業の実施が確実である旨の意見書等が出されるものであること。 
（５）基準１第２号（ウ）に規定する「従前の建築物の延べ面積を超えない範囲内で建築できる

規模」については、建築基準法に基づく容積率の範囲内では従前の建築物の延べ面積が確

保できない場合に、その不足分を補うために必要となる最小限の敷地面積とする。 
（６）申請地及びその周辺で申請者が所有する土地に違反建築物が存在しないものとする。 





  

 

（７）上記に定めるもののほか、平塚市まちづくり条例を遵守すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




